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5．垂直トレイ燃焼試験(Vertical tray flame test）

　①適応安全規格
UL 1685、JIS C 3521

　②試験方法
垂直トレイ上に、ケーブル外径の1/2間隔で150mm幅となる本
数分をトレイ中央部に固定し、リボンバーナーで20分間燃焼さ
せ、ケーブル上端まで延焼しないことと規定されています。

リボン
バーナー

試料

トレイ

約600
㎜

約2400 ㎜

移動用ケーブルの実用試験

図2

図3

r

固定箇所

図1

ケーブル
固定間距離L

回転板

曲げ半径r

 r ＝ケーブル曲げ半径
D＝ケーブル外径

r

移動用ケーブルの移動性能を評価することは、実用寿命の推定、超高性能品の開発、信頼性の向上等につながります。

１． 試験項目
（1）曲げ試験
（2）屈曲試験
（3）U字型折り返し試験
（4）90°折り曲げ試験
（5）捻回試験
（6）移動曲げ試験

２． 試験方法

曲げ試験は、JIS C3005【ゴム、プラスチック絶縁電線試験方法】の4.27.1項の曲げに準じて行い、方法は次のとおりとする。
完成品から約1.5mの試料をとり、これを図1の試験装置に、固定間距離L＝300㎜, 曲げ半径r＝150㎜の寸法で取り付け、回転子を毎
分約50回の速さで所定の回数回転させたとき、線間短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、その他の異常が無いこと。

屈曲試験は、電気用品安全法の別表第一　附表第二十四の耐震試験を当社仕様に一部変更したもので、次の方法にて行う。
完成品から約0.5mの試料をとり、これを図2の屈曲試験装置に曲げ半径r＝6Dで取り付け、装置を毎分約200回の速さで所定の回
数屈曲させたとき、線間の短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、その他の異常が無いこと。

U字型折り返し試験は、当社基準の独自な方法でケーブルキャリアと同様の応力をケーブルが受ける試験方法で、次の方法で行う。
完成品から、約1.5mの試料をとり、これを図3のU字折り返し試験装置に曲げ半径r＝6Dの寸法で取り付け、装置を毎分約88mの速
さで所定の回数試験を行ったとき、線間の短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、その他の異常が無いこと。

（1）曲げ試験

（2）屈曲試験

（3）U字型折り返し試験

６．垂直燃焼試験(Vertical flame test）

　①適応安全規格
CCC……GB/T 18380.12
電気用品安全法……IEC 60332-1
CEマーキング……EN60332-1-2

　②試験方法（JIS C 3665-1)
試料の仕上外径に応じて規定される時間連続して炎を当て、上部
支持材の下端から上部の炭化終了点までの長さ50㎜以上、及び
上部支持材の下端から下部の炭化終了点までの長さ540㎜未満で
合格となる。

試料

巻付銅線と支持材

45°

約300mm

475±5

試験結果

最長燃焼時間

旗の燃焼割合

脱脂綿の着火

規 格

60秒以内

25％以下

無いこと

NO.1

0

0

無し

NO.2

0

0

無し

NO.3

0

0

無し

NO.4

0

0

無し

NO.5

0

0

無し

結果

合格

試験機関JQA（一般財団法人日本品質保証機構）

ターボフレックスの難燃性

ターボフレックスはUL1581（UL VW-1）1条垂直難燃性試験に合格しております（CMJ
登録制度）。

試験方法：試料に規定のインジケーター（クラフト紙旗）（UL1581）を付け垂直に
固定した状態で、炎を15秒接炎、15秒休止の操作を5回繰り返す。

対象製品：ターボフレックス＃300, ＃600
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移動用ケーブルの移動性能を評価することは、実用寿命の推定、超高性能品の開発、信頼性の向上等につながります。
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完成品から約1.5mの試料をとり、これを図1の試験装置に、固定間距離L＝300㎜, 曲げ半径r＝150㎜の寸法で取り付け、回転子を毎
分約50回の速さで所定の回数回転させたとき、線間短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、その他の異常が無いこと。
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U字型折り返し試験は、当社基準の独自な方法でケーブルキャリアと同様の応力をケーブルが受ける試験方法で、次の方法で行う。
完成品から、約1.5mの試料をとり、これを図3のU字折り返し試験装置に曲げ半径r＝6Dの寸法で取り付け、装置を毎分約88mの速
さで所定の回数試験を行ったとき、線間の短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、その他の異常が無いこと。
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移動用ケーブルの実用試験
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90 折゚り曲げ試験は、JIS C 3005　4.27.4　項の曲げに準じ、ケーブル外径の大きなケーブルも試験できるようにしたもので、方
法は次のとおりとする。完成品から約1mの試料をとり、これを図4の90 折゚り曲げ試験装置に片端を固定し、他端には表1に示す重さ
のおもりを吊し、装置を毎分約40回の速さで所定の回数折り曲げたとき、線間の短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、
その他の異常が無いこと。

曲げ半径試　　料

電源ケーブル

信号ケーブル

おもりの質量

1.0㎏

0.5㎏

60㎜

40㎜

捻回試験は、当社基準の独自な方法で(ａ)直線捻回と(ｂ)曲げ捻回の2種類を規定し次の方法で行う。

　（ａ）直線捻回試験
完成品から約1mの試料をとり、これを図5-(ａ)の直線捻回試験装置に取り付け回転子を適当な角度(θ)になるように毎分約60回
の速さで所定の回数捻回させたとき、線間の短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、その他の異常が無いこと。

移動曲げ試験は、電気用品安全法　別表第一附表第二十六に準じて行い、方法は次のとおりとする。完成品から約3mの試料をとり、
これを表2のケーブルの種類に応じ、表2の直径の滑車を取り付けた移動台車を有する図6の移動曲げ試験装置に各滑車間の部分が水
平になるように取り付け、その両端に表2に示す質量のおもりを吊し、移動台車を毎秒が約0.33mの速さで0.5m以上の距離を左右に
往復させたとき、線間の短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、その他の異常が無いこと。

おもりの質量試　　料

電源ケーブル

信号ケーブル

滑車の径

120㎜

  80㎜

1.5㎏

1.0㎏

（4）90 折゚り曲げ試験

（5）捻回試験

（6）移動曲げ試験

　（ｂ）曲げ捻回試験
完成品から約1mの試料をとり、これを図5-(ｂ)の曲げ捻回試験装置にr＝6Dの半円になるように取り付け、回転子を適当な角度
（θ）になるように毎分約60回の速さで所定の回数捻回させたとき、線間の短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、その
他の異常が無いこと。

〔日本国内製品〕
コード、キャブタイヤケーブルの使用制限

電圧降下

短絡時許容電流

○：300V以下の低圧に限り使用できる。 ×：使用できない。　　　　　　　　　　　　　　　◎：300Vを超える低圧にも使用できる。
▼：屋側の雨線内のみ使用可。 △：次の条件に適合するものに限って使用できる。

①電気を熱として使用しない小形機械器具に使用する場合。
②高温部の露出がなく、かつ、これに電線が触れるおそれがない構造の加熱装置（接続部80℃以下、外面温度100℃以下）に使用する場合。
③電線が熱的影響を受けない構造の白熱灯スタンド。

ΔＶ：電圧降下（Ｖ）
Ｋ　：配線方式による係数
Ｉ　：通電電流（Ａ）
Ｌ　：線路のこう長（㎞）
Ｚ　：インピーダンス（Ω/㎞）

① 力率（cosθ）を考慮して求める場合
Ｚ ＝ Ｒcosθ ＋ Ｘsinθ

② 力率（cosθ）が分からない場合（安全側の検討）
Ｚ ＝  Ｒ2 ＋ Ｘ2

ここで　　　　Ｒ：線路の交流導体抵抗（Ω/㎞）
　　　　Ｘ：線路のリアクタンス（Ω/㎞）

cosθ：負荷端力率、　sinθ：　1－cos2θ

（内線規程　1310-1）許容される電圧降下 電圧降下計算式

60m以下　幹　　線

　〃　 分岐回路

120m以下

200m以下

200m超過

電気使用場所内に
設けた変圧器から
供給する場合

供給変圧器の二次側端子又は
引込線取付点から最遠端の負
荷に至る間の電線こう長

3％以下

2％以下

5％以下

6％以下

7％以下

許容電圧降下

電気事業者から低
圧で電気の供給を
受けている場合

2％以下

4％以下

5％以下

6％以下

ΔＶ ＝ Ｋ×Ｉ×Ｌ×Ｚ

1

0

cosθ

sinθ

0.950

0.312

0.900

0.436

0.850

0.527

T1：短絡前の導体温度 Ａ：導体断面積（m㎡）
T2：短絡時の最高許容温度 ｔ：短絡継続時間（ｓ）

（通常秒単位以内の短時間）

（計算例）
3.3kV　CVケーブル　3×150m㎡ 短絡継続時間　ｔ＝0.3秒　の場合
表より

Ｉ ＝ 134 × 150/√‾0.3 ＝ 37,000（Ａ）
すなわち、ケーブルの種類によるだけで、ケーブルの定格電圧や
線心数さらに連続許容電流のときに問題となった布設条件は関係
しなくなる。

（日本電線工業会「電線要覧」）短絡時許容電流計算式（簡略計算式）
絶縁体の種類 T1（℃） T2（℃）

ビニル （VV、VE）

ポリエチレン （EV、EE）

架橋ポリエチレン （CV、CE）

天然ゴム （RN）

EPゴム （PN、PV）

計算式（銅導体）

Ｉ＝ 97×Ａ/√‾ｔ

Ｉ＝ 98×Ａ/√‾ｔ

Ｉ＝134×Ａ/√‾ｔ

Ｉ＝116×Ａ/√‾ｔ

Ｉ＝140×Ａ/√‾ｔ

120

140

230

150

230

60

75

90

60

80

用　　　　途 ビニルコード

×

△

×

×

×

×

×

×

×

×

×

△

×

△▼

×

×

×

×

×

×

×

△◎

×

△◎

○

○

×

○

○

×

電灯及び家庭用電気器具
（内線規程3203-1）

配　線
（内線規程3102-1）

屋　内
電 球 線

移動電線

電 球 線

移動電線

露出場所

点検可能
隠蔽場所

隠蔽場所

点検不能

露出場所

点検可能

点検不能

屋側・屋外

屋　内

屋側・屋外

ビニル絶縁ビニルキャブ
タイヤコード ビニルキャブタイヤケーブル

配線方式

単相2線式

単相3線式

三相3線式

三相4線式

Ｋ

2

1

√‾3

1

266 267
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移動用ケーブルの実用試験
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90 折゚り曲げ試験は、JIS C 3005　4.27.4　項の曲げに準じ、ケーブル外径の大きなケーブルも試験できるようにしたもので、方
法は次のとおりとする。完成品から約1mの試料をとり、これを図4の90 折゚り曲げ試験装置に片端を固定し、他端には表1に示す重さ
のおもりを吊し、装置を毎分約40回の速さで所定の回数折り曲げたとき、線間の短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、
その他の異常が無いこと。
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捻回試験は、当社基準の独自な方法で(ａ)直線捻回と(ｂ)曲げ捻回の2種類を規定し次の方法で行う。

　（ａ）直線捻回試験
完成品から約1mの試料をとり、これを図5-(ａ)の直線捻回試験装置に取り付け回転子を適当な角度(θ)になるように毎分約60回
の速さで所定の回数捻回させたとき、線間の短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、その他の異常が無いこと。

移動曲げ試験は、電気用品安全法　別表第一附表第二十六に準じて行い、方法は次のとおりとする。完成品から約3mの試料をとり、
これを表2のケーブルの種類に応じ、表2の直径の滑車を取り付けた移動台車を有する図6の移動曲げ試験装置に各滑車間の部分が水
平になるように取り付け、その両端に表2に示す質量のおもりを吊し、移動台車を毎秒が約0.33mの速さで0.5m以上の距離を左右に
往復させたとき、線間の短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、その他の異常が無いこと。

おもりの質量試　　料

電源ケーブル

信号ケーブル

滑車の径

120㎜

  80㎜

1.5㎏

1.0㎏

（4）90 折゚り曲げ試験

（5）捻回試験

（6）移動曲げ試験

　（ｂ）曲げ捻回試験
完成品から約1mの試料をとり、これを図5-(ｂ)の曲げ捻回試験装置にr＝6Dの半円になるように取り付け、回転子を適当な角度
（θ）になるように毎分約60回の速さで所定の回数捻回させたとき、線間の短絡を生ぜず、かつ絶縁体及び外装にひび、割れ、その
他の異常が無いこと。

〔日本国内製品〕
コード、キャブタイヤケーブルの使用制限

電圧降下

短絡時許容電流

○：300V以下の低圧に限り使用できる。 ×：使用できない。　　　　　　　　　　　　　　　◎：300Vを超える低圧にも使用できる。
▼：屋側の雨線内のみ使用可。 △：次の条件に適合するものに限って使用できる。

①電気を熱として使用しない小形機械器具に使用する場合。
②高温部の露出がなく、かつ、これに電線が触れるおそれがない構造の加熱装置（接続部80℃以下、外面温度100℃以下）に使用する場合。
③電線が熱的影響を受けない構造の白熱灯スタンド。

ΔＶ：電圧降下（Ｖ）
Ｋ　：配線方式による係数
Ｉ　：通電電流（Ａ）
Ｌ　：線路のこう長（㎞）
Ｚ　：インピーダンス（Ω/㎞）

① 力率（cosθ）を考慮して求める場合
Ｚ ＝ Ｒcosθ ＋ Ｘsinθ

② 力率（cosθ）が分からない場合（安全側の検討）
Ｚ ＝  Ｒ2 ＋ Ｘ2

ここで　　　　Ｒ：線路の交流導体抵抗（Ω/㎞）
　　　　Ｘ：線路のリアクタンス（Ω/㎞）

cosθ：負荷端力率、　sinθ：　1－cos2θ

（内線規程　1310-1）許容される電圧降下 電圧降下計算式

60m以下　幹　　線

　〃　　 分岐回路

120m以下

200m以下

200m超過

電気使用場所内に
設けた変圧器から
供給する場合

供給変圧器の二次側端子又は
引込線取付点から最遠端の負
荷に至る間の電線こう長

3％以下

2％以下

5％以下

6％以下

7％以下

許容電圧降下

電気事業者から低
圧で電気の供給を
受けている場合

2％以下

4％以下

5％以下

6％以下

ΔＶ ＝ Ｋ×Ｉ×Ｌ×Ｚ

1

0

cosθ

sinθ

0.950

0.312

0.900

0.436

0.850

0.527

T1：短絡前の導体温度 Ａ：導体断面積（m㎡）
T2：短絡時の最高許容温度 ｔ：短絡継続時間（ｓ）

（通常秒単位以内の短時間）

（計算例）
3.3kV　CVケーブル　3×150m㎡ 短絡継続時間　ｔ＝0.3秒　の場合
表より

Ｉ ＝ 134 × 150/√‾0.3 ＝ 37,000（Ａ）
すなわち、ケーブルの種類によるだけで、ケーブルの定格電圧や
線心数さらに連続許容電流のときに問題となった布設条件は関係
しなくなる。

（日本電線工業会「電線要覧」）短絡時許容電流計算式（簡略計算式）
絶縁体の種類 T1（℃） T2（℃）

ビニル （VV、VE）

ポリエチレン （EV、EE）

架橋ポリエチレン （CV、CE）

天然ゴム （RN）

EPゴム （PN、PV）

計算式（銅導体）

Ｉ＝ 97×Ａ/√‾ｔ

Ｉ＝ 98×Ａ/√‾ｔ

Ｉ＝134×Ａ/√‾ｔ

Ｉ＝116×Ａ/√‾ｔ

Ｉ＝140×Ａ/√‾ｔ

120

140

230

150

230

60

75

90

60

80

用　　　　途 ビニルコード

×

△

×

×

×

×

×

×

×

×

×

△

×

△▼

×

×

×

×

×

×

×

△◎

×

△◎

○

○

×

○

○

×

電灯及び家庭用電気器具
（内線規程3203-1）

配　線
（内線規程3102-1）

屋　内
電 球 線

移動電線

電 球 線

移動電線

露出場所

点検可能
隠蔽場所

隠蔽場所

点検不能

露出場所

点検可能

点検不能

屋側・屋外

屋　内

屋側・屋外

ビニル絶縁ビニルキャブ
タイヤコード ビニルキャブタイヤケーブル

配線方式

単相2線式

単相3線式

三相3線式

三相4線式

Ｋ

2

1

√‾3

1
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